
　満２０歳以上の人は、学生であっても

国民年金に加入しなければなりません。

しかし、学生は一般的に所得が少ないこ

とから、本人の所得が一定額以下の場合、

申請して承認されると在学中の国民年金

保険料の納付が猶予される「学生納付特

例制度」があります。

　対象となる学生は、学校教育法に規定

する大学（大学院）、短期大学、高等学

校、高等専門学校、専修学校、各種学校

（修業年限１年以上である課程）、一部の

海外大学の日本分校に在学する人で、夜

間・定時制・通信制課程の人も含まれま

すので、ほとんどの学生が対象となりま

す。

　学生納付特例が承認された期間は、老

齢基礎年金を受け取るために必要な期間

に算入されますが、年金額には反映され

ませんので、将来受け取る年金を増額す

るため、１０年以内に保険料を納めるこ

とができる「追納制度」を利用されるこ

とをお勧めします。なお、承認期間は、

４月から翌年３月までとなりますので、

申請は毎年度必要です。

　また、学生でない３０歳未満の人の場

合には、本人や配偶者の所得が一定額以

下の場合に申請して承認されると、国民

年金保険料の納付が猶予される「若年者

納付猶予制度」があります。

　これらの制度の申請を行わず、保険料

を未納のままにしておくと、不慮の事故

などで障害が残ってしまった場合でも、

障害基礎年金などを受けることができな

くなりますので、ご注意ください。

■問い合わせ先

　市市民課

　　０８６９－２２－１７９０

　市牛窓支所

　　０８６９－３４－３４３１

　市長船支所

　　０８６９－２６－２００１
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６
月
１
日
、
商
業
統
計
調
査
が
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月
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。
ご
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す
。

■
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０
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し
て
い
ま
す
。
申
し
込
み
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

広報 せとうち No.3031

ご存知ですか？
「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」

　
４
月
６
日
、
桜
が
満
開
の
貴

船
山
（
邑
久
町
山
田
庄
）。
春

の
日
差
し
を
浴
び
て
、
は
し
ゃ

ぐ
子
ど
も
た
ち
は
、
笑
顔
満
開

で
し
た
。

表

紙

説

明

くらしの情報くらしの情報

5

商
業
統
計
調
査

登
録
調
査
員
を
募
集

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

火

水

木

金

土

日

月

火

水

　

木

金

土

日

月

火
　

水

　

木

　
金

土
　
日

月
　

火

水

　 

木

金

土

日

月

火

水
　

木

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

心配ごと相談（ゆめトピア長船）9：00～15：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

わくわく健康キャラバン（邑久小学校体育館）19：00～21：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

移動市長室（瀬戸内市役所）13：30～15：30
こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

行政相談（ゆめトピア長船）9：00～12：00

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

法律相談（牛窓町公民館）10：00～15：00

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

住宅増改築相談（瀬戸内市役所）9：00～15：00

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

行政・人権・消費生活相談（瀬戸内市役所）10：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

瀬戸内市春季ソフトボール大会（長船スポーツ公園）9：00～
瀬戸内市少年少女バレーボール春季交歓大会（邑久B&G海洋センター体育館）9：00～

移動市長室（牛窓支所）13：30～15：30
育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00
身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

移動市長室（長船支所）13：30～15：30
行政相談（牛窓町公民館）10：00～15：00
心配ごと相談（牛窓町公民館）9：00～15：00

移動市長室（裳掛出張所）13：30～15：30
年金相談（瀬戸内市役所）10：00～15：00
知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30

リフレッシュ体操教室（ゆめトピア長船）9：30～11：30

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00
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